
入札公告 

 

次のとおり一般競争入札（郵送入札）に付します。 

 

令和 6年 5月28日 

名古屋市長  河  村  た か し 

1 入札に付する事項 

(1) 件名 

環境局施設における自動販売機設置に係る名古屋市有地及び建物の一時貸付 

(2) 物件の表示 

別表のとおり 

(3) 用途の指定 

  入札説明書の定めるところにより、自動販売機の設置のために使用しなければ 

ならない。 

(4) 貸付期間 

令和 6年 8月 1日から令和 7年 3月31日まで 

また、令和 7年 4月 1日から 4年を限度に、 1年を単位として更新できるもの

とする。（ただし、別表中「環境-74 大江破砕工場」、「環境-85 環境科学調査セン

ター」については、 2年を限度に 1年を単位として更新できるものとする。） 

 

2 競争入札参加資格 

(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 238条の 3の規定に該当しない者である

こと。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の 4第 1項の規定に該当し

ない者であること。 

(3) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する事実があった

後 3年を経過しない者（当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（平

成15年 3月 5日付け15財用第 5号）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）

を受けている者を除く。）でないこと。 

(4）次に掲げる著しい経営不振の状態にない者であること。ただし、更生手続開始

又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認

定を受けた者を除く。 

 ア 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更正手続開始の申立てがなさ 

れていない者 

  イ 民事再生法（平成11年法律第 255号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ 

れていない者 

 (5) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律 181号）、中小企業団体の組織に関する法 

律（昭和32年法律 185号）、商店街振興組合法（昭和37年法律第 141号）又は有限 

責任事業組合契約に関する法律（平成17年法律第40号）によって設立された事業 



協同組合等においては、当該組合の組合員が本公告に係る入札に参加しようとし 

ない者等であること。 

 ただし、物品の納入、製造の請負又は役務の提供に係る官公需適格組合の証明 

を受けている組合にあっては、特別の理由があり適当と認める場合に限り、上記 

にかかわらず本入札に参加することができる。 

 (6) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。 

(7) 本公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係

事業者の排除に関する合意書」（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察

本部長締結）及び「名古屋市が行う公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴

力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」（平成20年 2月15日付け19財管第 253

号）に基づく排除措置がない者であること。 

 なお、入札参加申込者全員（法人の場合は、法人の役員等全員を含む。）につい 

て、愛知県警察本部へ氏名、生年月日、性別、住所及び役職名等の情報を提供し、 

排除措置対象法人等に該当するか否かを照会するものとする。 

 (8) 競争入札参加資格確認審査の結果資格がないと認められた者でないこと。 

 (9) 本公告の日から過去 3月以内に、自動販売機設置に係る名古屋市有地及び建物 

の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者 

でないこと。 

 

3 入札手続等 

(1) 契約条項を示す場所及び担当部局 

〒 460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

名古屋市環境局総務課経理担当（名古屋市役所東庁舎 5階） 

電話 052-972-2667  ファクシミリ 052-972-4130 

(2) 入札説明書の配布期間 

  本公告の日の午前 9時から令和 6年 6月7日（金）正午まで 

(3) 入札説明書の入手方法 

名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 

（https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000174982.html） 

 (4) 入札参加申請書等の提出方法 

   本公告に係る入札に参加しようとする者は、下記のとおり入札参加申請書等（以

下「参加申請書等」という。）を持参又は郵送（書留又は簡易書留に限る。）によ

り提出すること。 

 なお、参加申請書等に関し説明等を求められた場合は、これに応じなければな 

らない。また、アの期限までに参加申請書等を提出しない者及び提出者であって 

競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加できない。 

ア 提出期限 

  令和 6年 6月7日（金）正午 

 

http://#


イ 提出先 

  (1) に示す場所 

ウ 提出書類 

 (ｱ) 入札参加申請書 

 (ｲ) 所在地等の証明書類 

   ａ 個人の場合 住民票の写し 1通 

           発行後 3月以内のものとし、連名の場合は連名者全員の 

ものとする。また、複写機による写しをもってこれに代 

えることができるものとする。 

   ｂ 法人の場合 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 1通 

           発行後 3月以内のものとし、連名の場合は連名者全員の 

ものとする。また、複写機による写しをもってこれに代 

えることができるものとする。 

   (ｳ) 法人役員等に関する調書（ただし法人の場合のみとする。） 

   (ｴ) 自らが管理及び運営する自動販売機（入札参加した自動販売機の種類）を 

設置した実績がわかるもの 

ａ 官公庁に設置した場合は、行政財産使用許可書等の写し 

ｂ 民間施設の場合は、契約書等の写し 

(5) 本公告、入札説明書及び設計図書に対する質問 

ア 質問方法 

質問は、物件別特記仕様書に掲載されている問い合わせ先まで電話で行う 

こと。 

イ 質問期限 

令和 6年 6月 7日（金）正午まで 

(6) 入札方法 

 ア 入札期間 

   入札参加書到着から令和 6年 7月 4日（木）午後 5時00分まで 

 イ 提出先 

(1) に示す場所 

  ウ 提出方法 

    書留又は簡易書留郵便による。 

(7) 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和 6年 7月 5日（金）午後 2時00分 

イ 場所 

    名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 

    名古屋市役所本庁舎 地下 1階 環境局分室 

  

 



4 その他 

(1) 入札回数 

1回 

(2) 予定価格の設定 

単価（貸付月額）で定める。 

(3) 入札保証金に関する事項 

本公告に係る入札に参加しようとする者は、入札に先立ち別表に示す物件ごと

に入札説明書に示す額の入札保証金を会計室会計課で、入札までの間に納付しな

ければならないものとする。なお、落札者が契約を締結する権利を放棄したとき

又は入札説明書に記載された契約締結期限内に正当な理由がなく契約を締結しな

いときは、その者が納付した入札保証金は、名古屋市に帰属するものとする。 

ただし、本入札参加者が自ら管理・運営する自動販売機等を設置した実績が分

かる書類を提出し、契約を締結しないおそれがないと認められる場合は、入札保

証金の納付は免除する。 

(4) 契約保証金の納付義務 

契約締結と同時に契約保証金として貸付月額（入札金額）の 6月分に相当する

額を納付しなければならないものとする。 

ただし、名古屋市契約規則（昭和39年名古屋市規則第17号）第31条の規定によ

り契約保証金を免除することがある。 

(5) 契約書作成の要否 

要 

(6) 入札の無効 

   本公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札及び提出書類等に虚

偽の記載をした者の入札等、入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

(7) 落札者の決定方法 

最低貸付価格（月額）以上で、最高価格をもって有効な入札を行った者を落札

者とする。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者が 2者以上あるときは、当該入札者

にくじを引かせて落札者を決定するものとする。 

(8) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

(9) 入札の中止等 

本入札に関しては、天災地変があった場合又は入札談合に関する情報が寄せら

れた場合等公正な入札を執行することができないおそれがあると認められる場合

は、入札又は開札の執行を延期若しくは中止又は入札方法を変更することがある。 

 (10) その他 

入札説明書による。 



別表 

物件番号 種類 施設名称 設置場所 
台数 

(台) 

最低貸付価格 

(月額・円) 

環境－３ 
清涼飲

料水 
千種環境事業所 

２階 フロア内 

ｃ 

1 900 

環境－１０ 
清涼飲

料水 
北環境事業所 

２ 階  食 堂 内 

ｃ 

1 900 

環境－１１ 
清涼飲

料水 
北環境事業所 

２ 階  食 堂 内 

ｄ 

1 900 

環境－２０ 
清涼飲

料水 
瑞穂環境事業所 

２階 職員室内 

ａ 

1 900 

環境－３５ 
清涼飲

料水 
南環境事業所 

１階 フロア外 

ａ 

1 400 

環境－３６ 
清涼飲

料水 
南環境事業所 

１階 フロア外 

ｂ 

1 400 

環境－３９ 
清涼飲

料水 
南環境事業所 

２階 フロア内 

ｅ 

1 900 

環境－４１ 
清涼飲

料水 
守山環境事業所 

地下 1階車庫内 

ｆ 

1 900 

環境－４３ 
清涼飲

料水 
守山環境事業所 

２ 階  控 室 内 

ｄ 

1 900 

環境－４５ 
清涼飲

料水 
緑環境事業所 

１階 脱靴室内 

ａ 

1 900 

環境－４８ 
清涼飲

料水 
緑環境事業所 

２ 階  食 堂 内 

ｄ 

1 900 

環境－５２ 
清涼飲

料水 
名東環境事業所 

２ 階  食 堂 内 

ｃ 

1 900 

環境－５４ 
清涼飲

料水 
天白環境事業所 

２ 階  食 堂 内 

ａ 

1 900 

環境－６９ 
清涼飲

料水 
五条川工場 

管理棟４階廊下 

ａ 

1 900 

環境－７４ 
清涼飲

料水 
大江破砕工場 

管理棟２階フロ

ア内 ａ 

1 900 



環境－８２ 
清涼飲

料水 
西環境事業所 1階食堂内 b 

1 900 

環境－８４ 
清涼飲

料水 
港作業場 2階東通用口 ａ 

1 900 

環境－８５ 
清涼飲

料水 

環境科学調査セ

ンター 
屋外敷地入口 a 

1 400 

環境－８６ 
清涼飲

料水 
富田工場 管理棟2階食堂a 

1 900 

環境－８７ 
清涼飲

料水 
富田工場 管理棟2階食堂b 

1 900 

環境－８９ 
清涼飲

料水 
富田工場 

工場棟1階 投入

ステージ d 

1 900 

 


